
子育ち支援課

大和郡山市国民健康保険の被保険者が出産すると、一児につき500,000円（産科医療補償制度の対象となる出産でな
い場合は488,000円）が支給されます。妊娠12週（85日）以降であれば、流産・死産の場合でも同様の支給を受けられま
す。また、多胎児を出産した時は胎児数ごとの支給となります。
※大和郡山市国民健康保険の場合は市役所保険年金課給付係（内線322・323・341）へ、被用者保険など他の健康保
険の場合は、各勤務先または各健康保険組合へお問合せください。

子育ち支援課

所得制限限度額を超える所得のある人は特例給付と
して子ども１人につき一律5,000円を支給します。所得上限限度額を超え
る所得のある人は支給されません。詳しくはお問い合わせください。

子育ち支援課

子育ち支援課（内線：529）

・高校生


